
報告第１７号  

専決処分した事件の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。  

令和８年６月５日  

提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 



議案 当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号 （変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

75 R7.7.2 花畑川環境整備その１通水工事請負 ① ①

令和7年 契約 206,800,000 R8.3.27

第2回足立区

議会定例会で

承認75号

[株式会社東京三田組］

(処分日) ② ②

R8.3.25 207,243,300

(契約変更日)

R8.3.25 ③

443,300 0.21%

議案 当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 期限変更

番号 （変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決期限 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後期限

③変更金額

146 R6.12.9 足立区営住宅等維持管理業務委託 ① ①

令和6年 599,997,175 R10.3.31

第4回足立区

議会定例会で

承認146号

[株式会社東急コミュニティー］

(処分日) ② ②

R8.3.31 588,499,721

(契約変更日)

R8.3.31 ③

△ 11,497,454 -1.92%

議決を得た契約の変更調書

（１）信号機移設における新設
灯器及び新設柱を交通管理者か
らの支給に変更。
（２）発生土を指定地での処分
から現場内の盛土に変更。
（３）転落防止柵の安全確保の
ため、取り付け部ナットキャッ
プ設置等を追加。
（４）梯子・量水標・救命浮環
取付の追加等。

（１）一般修繕及び空家修繕の
実施数を精査し、年間実績数に
変更したため。


